
◆受付期間 令和６年１２月９日（月）から新たに追加された住宅の申込みを

受け付けます。（午前８時３０分　から　午後５時１５分まで）

※ 土日・祝祭日・年末年始等の閉庁日を除く。

※ 新たに追加された住宅に限り、受付初日（１２月９日）だけは、午前１０時

までに申込みしていただいた方々で、申込み順位を決める抽選を行い、

その順位にしたがって申込みを受付させていただきます。

※ 随時募集中の高齢者向住宅についても、上記と同様とします。

※ 支所での受付は、いたしません。

※ 入居申込書のみ提出

※ 書類仮審査の結果、無資格者は失格となります。

◆入居予定者及び入居補欠者になられた方（１８歳以上対象）について

　　　　　　　　　　　　　 ※ 照会結果で暴力団員でないと確認できたら、当選通知を発送します。

◆入居予定者の方は、指定した日時までに必要な書類を持参して

　　いただきます。

（収入基準、同居親族、住宅の困窮等入居基準に該当しない

　方は、失格となります。）

※ 入居補欠者の方については、入居予定者の入居辞退等により、

　  あっせんが可能になれば個別に連絡をします。

合 格

◆下見後、入居希望される場合、諸手続きを行っていただきます。　　　

　・請書の提出

　 　・下見後の修繕には、期間を長期に要することもあります。

※ 諸手続きを完了された方に対して、入居を許可し、入居に関する

　  説明をします。

◆入居説明会当日は、住民票の異動手続きと敷金（家賃の３ヶ月分）

　 と当月分の日割家賃を納入していただきます。

◆受付場所　　 飯塚市役所　住宅課（本庁舎５階）

１．募集する住宅
別紙「飯塚市市営住宅空き家住宅一覧表」のとおり

　入居申込み者は、別紙「空き家住宅一覧表」の公営住宅と改良住宅とをあわせた中から

　 暴力団員ではないか警察へ照会します。（照会期間は、３週間程度要します。）

１部屋だけ申し込むことができます。なお、公営住宅と改良住宅については、収入の条件が

異なりますのでご注意ください。申し込み先の部屋番号については別紙「一覧表」中の

「棟－号」の欄に書いてあるとおりです。

２．申込みから入居までの順序
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